






運航機体

• エアバスヘリコプターズ式ＡＳ365Ｎ3型

• ＪＡ119Ｘ はまかぜ

• 運航開始 H22.5 現在飛行時間 2850Ｈ
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経 過

年月 項 目 補足

Ｈ22.5 運航開始 操縦士3名、整備士2名、救助員3名

Ｈ28.6 操縦士1名のみの運航 操縦士1名、整備士3名、救助員5名

Ｈ30.3 消防庁「消防防災ヘリ安全性向上・充
実強化に関する検討会報告書」

２人操縦士体制の導入ほか

Ｈ30.8
消防庁「消防防災ヘリ安全性向上・充
実強化に関する検討会報告書」等提言
の早期実施について

２人操縦士体制の導入ほか

Ｈ30.10 運航休止

R1

操縦士1名 AS365型式限定取得
操縦士3名採用

採用時 AS365型式限定所持 2名
採用後 AS365型式限定取得 1名

現操縦士の経歴は、次へ☛

Ｒ2.4 一部災害出動再開 情報収集～

Ｒ2.9 フルミッション再開 7



操縦士の経歴

※ ＰＦ…実際に操縦をしている操縦士
ＰＩＣ…機長
ＰＭ…操縦を行っていない操縦士

カテゴリー 総飛行時間 機長時間 資格 備考

Ａ
ＰＦ・ＰＩＣ・PM
フルミッション

9,700 5,900
・計器飛行
・教育証明
・操縦技能審査員

運航安全管理者

Ｂ
ＰＦ・ＰＩＣ・PM
フルミッション

6,000 4,900 ・計器飛行取得
計画有

Ｃ
ＰＦ・ＰＩＣ・PM
フルミッション

10,300 4,700 ・計器飛行
・操縦技能審査員

Ｄ PF・ＰＭ 600 250 PF＝訓練限定
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教育訓練等実施計画について

 浜松市消防航空隊運航管理要綱中に規定

 当該年度における教育訓練、研修

 操縦士、オペレーター、救急救助隊員

 災害出動＝訓練→審査→合格

 評価表 審査表
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基本操作訓練 ○ 2:00

操縦審査 ○ 1:00 1:00 1:00

型式内移行 ○ 10:00

情報収集訓練 ○ 3:00 3:00

救急訓練 ○ 3:00 4:00

緊急操作 ○ 1:00 1:00 1:00 1:00

模擬計器飛行 ○ 6:30 6:30

耐空搬入 ○ 2:00

場外・ＨＰ離着陸訓練 ○ 1:30 1:30 1:30 1:30

６月 （耐空検査中）

７月 耐空搬出 ○ 2:00

航空消防活動訓練 ○ 2:30 3:30 3:30 3:30

８月 緊急操作 ○ 1:00 1:00 1:00 1:00

操縦審査 ○ 1:00 1:00 1:00 1:00

航空消防活動訓練 ○ 1:00 2:00 2:00 2:00

９月 航空消防活動訓練 ○ 2:30 3:30 3:30 3:30

１０月 技能確認 ○ 2:00 2:00 2:00 2:00

航空消防活動訓練 ○ 2:00 3:00 3:00 3:00

１１月 航空消防活動訓練 ○ 2:30 3:30 3:30 3:30

１２月 広域航法訓練 ○ 4:00

１月 特定操縦技能審査 ○ 1:00

模擬計器飛行 ○ 6:30 6:30

２月 （修理・改造検査中）

３月 場外離着陸訓練 ○ 2:00 3:00 3:00 3:00

26:00 33:00 36:00 35:00

13:00 14:00

230:00

神戸空港

各操縦士訓練飛行時間計

管内・富士川

100:00

訓練飛行時間計

４月

５月

管内・富士川

管内・富士川

耐空検査中

東京航空計器（羽田）

管内

※実施内容は令和２
年度に起案予定

管外

管内

神戸空港

模擬飛行時間

【運航制限】とは
管内災害出動への
出動遅延時間約30

分以上

管内

修理・改造検査中

模擬飛行時間

シミュレーター

模擬飛行時間

東京航空計器（羽田）

管内

エンジン始動訓練及び
情報収集・救急訓練含む

管内

管内・富士川

管内

管内

管内

操
縦

士
訓
練

自
隊
訓
練

備考

管内・病院屋上ＨＰ

管内

管内

緊急運航

飛行時間合計

令和２年度 操縦訓練計画 ※自隊訓練の飛行時間も含む

科目 訓練場所
機長時間

130:00

東京航空計器（羽田）

管内

教育訓練実施計画
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令和２年度浜松市消防航空隊教育訓練等実施計画 

１ 対象者 

操縦士） （操縦士）
操縦士） （操縦士）

オペレーター） （オペレーター）

救急救助員） 救急救助員）

２ 期間 

令和２年４月１日から審査終了まで 

３ 訓練場所 
浜松市消防ヘリポート及び市内訓練会場他 

４ 指導者 
（１）指導責任者

（２）運航安全管理者
（３）操縦士指導者

（４）オペレーター指導者

（５）救急救助隊員指導者

５ 訓練管理 
（１）操縦士

別紙１－１「新任教育訓練座学」 別紙１－２「新任教育訓練座学記録表」 

別紙２－１「操縦士教育訓練」 別紙２－２「操縦士教育訓練記録表」 
別紙３  「操縦士教育訓練評価表」 

（２）オペレーター
別紙１－１「新任教育訓練座学」   別紙１－２「新任教育訓練座学記録表」

別紙４－１「オペレーター教育訓練」 別紙４－２「オペレーター教育訓練記録表」

別紙５    「オペレーター教育訓練評価表」
（３）救急救助隊員

別紙１－１「新任教育訓練座学」   別紙１－２「新任教育訓練座学記録表」
別紙６－１「救急救助隊員教育訓練」 別紙６－２「救急救助隊員教育訓練記録表」

別紙７    「救急救助隊員教育訓練評価表」

６ 審査 

（１）操縦士
「操縦士審査表」による審査

（２）オペレーター
「オペレーター審査表」による審査

（３）救急救助隊員

「救急救助隊員審査表」による審査

７ 災害出動 

（１）操縦士
各種別の審査表にて審査確認後、機長（「限定機長」含む。）として航空消防活動を可とする。

（２）救急救助隊員及びオペレーター

各種別の審査表にて審査確認後、乗組員として航空消防活動を可とする。

８ 安全管理 

  各指導者は訓練対象者の経験、知識、技術及び進捗状況に応じた指導を実施し、訓練実施者全員で安全

管理の徹底を図ること。 















今後について

操縦士の養成等

A～C操縦士 55歳以上

後継人材の確保・育成
• 操縦士を新たに養成するため…

R3.4～総務省消防庁へ職員を派遣する計画

（浜松市議会11月定例会へ養成事業費を上程）

・活動等の広報（SNS、YouTube、専門誌など）
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